
  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5071000039契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年４月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都台東区上野７－１２－１４

清掃施設工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

産機システム事業部環境システム本部営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和工業株式会社           

5,322,900 円(税込み)

特命随意契約該当理由

　当業務は、特殊な機器の維持管理及び運転を熟知し、故障等の場合に迅速に対応できる信頼のあ
る業者と契約する必要があります。また、機器の保守・修繕等に関する責任の所在の明確化を図る
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、プラント設計施工メーカーであ
る新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部を相手方として１者特命としま
す。

油圧ユニット作動油交換修繕

リサイクルプラザ　越谷市大字砂原３５５番地

（８）概 要 油圧作動油の劣化による作動油への異物混入により、次に掲げる付随機械（油

圧ポンプ・電磁弁）の故障を防ぐため、作動油の交換を行う。

細破砕機油圧ユニット

細破砕機給油ユニット

アルミ缶プレス機油圧ユニット

鉄缶プレス機油圧ユニット

可燃性粗大ごみ切断機油圧ユニット

ゲート開閉用油圧ユニット

二軸破砕機用油圧ユニット

マンホールパッキン



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5071000040契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年４月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都台東区上野７－１２－１４

清掃施設工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

産機システム事業部環境システム本部営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和工業株式会社           

4,928,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由

　当業務は、特殊な機器の維持管理及び運転を熟知し、故障等の場合に迅速に対応できる信頼のあ
る業者と契約する必要があります。また、機器の保守・修繕等に関する責任の所在の明確化を図る
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、プラント設計施工メーカーであ
る新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部を相手方として１者特命としま
す。

細破砕機ローターブレード外交換修繕

リサイクルプラザ　越谷市大字砂原３５５番地

（８）概 要 摩耗した細破砕機のローターブレード（２個）及びケース面ライナー（４個）の交換を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000041契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年４月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都台東区上野７－１２－１４

清掃施設工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

産機システム事業部環境システム本部営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和工業株式会社           

6,322,800 円(税込み)

特命随意契約該当理由

　当業務は、特殊な機器の維持管理及び運転を熟知し、故障等の場合に迅速に対応できる信頼のあ
る業者と契約する必要があります。また、機器の保守・修繕等に関する責任の所在の明確化を図る
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、プラント設計施工メーカーであ
る新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部を相手方として１者特命としま
す。

不燃ごみ・缶類供給クレーンロードセル交換修繕

リサイクルプラザ　越谷市大字砂原３５５番地

（８）概 要 不燃ごみ及び缶類供給クレーンに使用される経年劣化したロードセル（各４個）及び和算箱（各１
個）の交換を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

005№

5071000042契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年４月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都台東区上野７－１２－１４

清掃施設工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

産機システム事業部環境システム本部営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和工業株式会社           

14,674,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由

　当業務は、特殊な機器の維持管理及び運転を熟知し、故障等の場合に迅速に対応できる信頼のあ
る業者と契約する必要があります。また、機器の保守・修繕等に関する責任の所在の明確化を図る
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、プラント設計施工メーカーであ
る新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部を相手方として１者特命としま
す。

びん受入供給設備外修繕

リサイクルプラザ　越谷市大字砂原３５５番地

（８）概 要 反転機本体の摩耗・腐食・フレームの変形及び経年劣化したコンプレッサの交換修繕を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

006№

5071000043契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年４月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都台東区上野７－１２－１４

清掃施設工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

産機システム事業部環境システム本部営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和工業株式会社           

3,927,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由

　当業務は、特殊な機器の維持管理及び運転を熟知し、故障等の場合に迅速に対応できる信頼のあ
る業者と契約する必要があります。また、機器の保守・修繕等に関する責任の所在の明確化を図る
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、プラント設計施工メーカーであ
る新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部を相手方として１者特命としま
す。

アルミ選別機修繕

リサイクルプラザ　越谷市大字砂原３５５番地

（８）概 要 経年劣化によるアルミ選別機各種部品の交換及び異音原因の修繕を行う。修繕

を行う部品は次の通り。

ギアードモータ

テールプーリー

ストレッチャーユニット

キャリアローラ

ＦＲＰドラム

プランマブロック

スナップローラ

軸受けユニット

モータ

ベルト



  

【特命随意契約理由】

　本業務は、「消防指令システム整備工事」の監理業務を委託するものであり、施工方法や工程管
理等について専門的知識及び高度な技術等が求められる。

東埼玉消防指令センターは、６市１町（越谷市、三郷市、吉川市、松伏町、春日部市、草加市、八
潮市）共同で消防指令業務を管理、執行する施設であり、整備する消防指令システムには各消防本
部（局）からの要望を組み入れた実施設計を行ったことから、設計内容を熟知しており、実施設計
との相違、システムにおける問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要がある。

これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記の条件に該
当し実施設計照査業務を行った「株式会社イ・エス・エス」と特命随意契約を行う。

消防指令システム整備工事監理業務委託

越谷市大字大泊３０９番地１　外３２か所

（８）概 要 【業務委託の大要】

　東埼玉消防指令センターに設置する高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム
の実施設計と整備工事を行う「消防指令システム整備工事」を実施するにあたり、指令システム
メーカーが行う整備工事に係る監理業務を委託する。



【委託の理由】

　本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると
認められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社イ・エス・エス         

20,240,000 円(税込み)

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

東京都文京区小石川１－１－１７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5072000003契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

随意契約理由：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定によるため省略。

特命理由：機器の故障等に関する責任の所在の明確化を図るため、危害防止装置（コードリール
式）機器メーカーの保守専門会社とします。

第二庁舎防火シャッター危害防止装置修繕

越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

（８）概 要 防火シャッターの危害防止装置の修繕を行う。

川口営業部

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 文化シヤッター株式会社         

2,750,000 円(税込み)

第３丸弘ビル３Ｆ

令和７年５月１５日から令和７年８月２９日まで

埼玉県川口市中青木２－１９－２７

建築一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5071000092契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約理由】

　本修繕は、令和７年２月に発生したＮｏ．３汚水ポンプの故障に伴い緊急修繕にて設置した仮設
ポンプ設備のポンプのみを新設に交換する業務であり、ポンプ付属設備は再利用することから、設
備等の故障（性能、機能維持及び施工責任）に関する責任の所在の明確化を図るために、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、緊急修繕を施工した新明和アクアテクサービ
ス株式会社北関東センターに、特命随意契約を締結するものです。

汚水ポンプ設備修繕（千間台第一ポンプ場）

越谷市千間台西四丁目４番地

（８）概 要 汚水ポンプ交換　１基

北関東センター

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和アクアテクサービス株式会社    

4,477,000 円(税込み)

令和７年５月１６日から令和７年１０月３１日まで

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000074契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（大竹中央通り線外３路線）と同
一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・
円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られることか
ら、当該工事の受注者である清和土木株式会社と地方自治法施工令第１６７条の２第１項第６号に
より特命随意契約を締結するものです。

盛土整地工事（２２５街区外２街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 Ａ＝３２２６．３ｍ２

　掘削　Ｖ＝７１０ｍ３

　発生土盛土　Ｖ＝１３０ｍ３

　流用土盛土　Ｖ＝４０ｍ３

　購入土盛土　Ｖ＝１４００ｍ３

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 清和土木株式会社            

28,270,000 円(税込み)

令和７年５月２１日から令和７年８月２９日まで

埼玉県越谷市南荻島４２８８

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

005№

5071000094契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、既存エスカレーターの一部の交換修繕であり、既存の設備等と密接不可分の関係にある
ことから、既存エスカレーターの製作業者以外に工事を行わせた場合、設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがあるものです。工事後のエスカレーターの機能維持と施工責任の所在を明確にす
るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、既存エスカレーターメーカーであ
る「株式会社日立ビルシステム　関東支社」を特命にて契約を締結するものです。

越谷サンシティ商業棟エスカレーター修繕（１Ｕ号機外６機）

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 ・エスカレーター１Ｕ号機のターミナルゲートローラー組品の交換を行う。

・エスカレーターＢＵ号機のハンドレール・ゴムリングの交換を行う。

・エスカレーター１Ｄ号機のハンドレールガイドの交換を行う。

・エスカレーター３Ｄ号機のドライビングモーターベアリングの交換を行う。

・エスカレーター２Ｕ号機、２Ｄ号機、６Ｄ号機、ＢＵ号機、１Ｄ号機のハンドレール駆動チェー
ンの交換を行う。

関東支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社日立ビルシステム        

10,244,300 円(税込み)

令和７年５月３０日から令和８年２月２７日まで

千葉県柏市柏４－８－１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

008№

5071000182契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

特命随意契約理由：本修繕は、各学校に設置されているプール用ろ過機の一部部材を更新するもの
です。施工後のろ過機の機器の構造及び故障に対する責任の所在を明確にするため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第６号の規定より、既存ろ過機メーカーである株式会社三進ろ過工業東
京営業所と特命随意契約を締結するものです。

プールろ過機修繕（東越谷小学校外５校）

越谷市東越谷六丁目１，０４０番地外

（８）概 要 小学校に設置されているプールろ過機の修繕を行う。

東京営業所

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社三進ろ過工業          

6,003,360 円(税込み)

令和７年６月６日から令和７年１０月３１日まで

東京都豊島区巣鴨１－９－１１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000154契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約理由】

　本工事は、小ホールにある舞台装置を吊っているワイヤロープが長年の使用により劣化が進んで
いるため、舞台設備の落下事故等を未然に防ぐためワイヤロープの一部交換を行う工事です。

　舞台設備は利用者の頭上に重量物が吊り下がり昇降するなど危険性が高い構造物のため、越谷コ
ミュニティセンター開設時から現在まで「森平舞台機構株式会社」が保守点検業務を行っていると
ころです。

　以上のことから、本工事後に不具合や事故等が発生した場合、責任の所在を明確にする必要があ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、これらの条件に該当す
る「森平舞台機構株式会社」に特命随意契約とするものです。

越谷コミュニティセンター小ホールワイヤロープ更新工事

越谷市南越谷一丁目２，８７６番地１

（８）概 要 経年により劣化した舞台吊物用ワイヤロープの部分交換を行う。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 森平舞台機構株式会社          

6,050,000 円(税込み)

令和７年６月１０日から令和７年１０月３１日まで

東京都台東区花川戸２－１１－２

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

007№

5071000188契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

執行方法：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

理　　由：　当該修繕は学校給食の調理を実施しない夏休み中に履行が完了す

　　　　　る必要があり、履行が完了しないと、２学期以降の給食の提供が困

　　　　　難となり、義務教育課程の実施に影響が生じ、本市だけでなく児童

　　　　　生徒及び保護者に多大な不利益が生じることから、地方自治法施行

　　　　　令第１６７条の２第１項第６号の規定により随意契約とします。

　　　　　　なお、６社中履行期限内に対応可能と回答のあった２者による見

　　　　　積合わせとします。

第一学校給食センター蒸気ヘッダー取替修繕

越谷市相模町三丁目４８番地１

（８）概 要 ボイラー室内の蒸気ヘッダーから蒸気漏れしているため、取替をするものです。

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ナカノヤ            

2,695,000 円(税込み)

から令和７年８月１９日まで

埼玉県越谷市大沢３－２８－１１

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

008№

5071000264契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、既存エレベーターの一部の交換修繕であり、既存の設備等と密接不可分の関係にあるこ
とから、既存エレベーターの製作業者以外に工事を行わせた場合、設備等の使用に著しい支障が生
じるおそれがあるものです。工事後のエレベーターの機能維持と施行責任の所在を明確にするた
め、地方自治法施工令第１６７条の２第１項第２号により、既存エレベーターメーカーである「株
式会社日立ビルシステム　関東支社」を特命にて契約を締結するものです。

越谷サンシティ商業棟エレベーター９号機修繕

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 エレベーター９号機のロープ、マグネットブレーキ等の交換を行う

関東支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社日立ビルシステム        

3,181,200 円(税込み)

令和７年６月１９日から令和８年２月２７日まで

千葉県柏市柏４－８－１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

013№

5071000211契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約該当理由】

　本業務の対象である排水施設の遠方監視制御設備は平成２８年度に設備更新の検討業務を実施し
た。今回の基本設計業務は、この検討業務の設計思想や条件、調査・検討内容等を十分に把握し整
合を図りながら、専用線の検討、通信装置の対応可否と再構築の検討、遠方監視制御体制の見直
し、水防活動時の有効なシステム検証を行い、段階的な更新工事の検討や詳細設計と工事における
課題の捻出を行うものである。

　株式会社建設技術研究所関東事務所は、本基本設計業務の基となる検討業務を実施している会社
のため、設計思想や条件、調査・検討内容等を十分把握していることから他業者と比べ、基本事項
の確認、計画設計協議等における作業効率の向上、設置条件及び既設設備との取合い等も十分に考
慮することが可能であるため、円滑かつ適正な履行を確保するうえで有利と認められる。

　これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により株式会社建設技
術研究所関東事務所と特命随意契約するものです。

遠方監視制御設備基本設計業務委託（越谷第一ポンプ場外７２か所

）７－１

越谷第一ポンプ場　越谷市南越谷三丁目２３番１５号外７２か所

（８）概 要 【概要】

遠方監視制御設計　一式



【委託目的】

　本業務は、本市にある排水施設の遠方監視制御で主に使用しているＮＴＴ東日本の専用線が令和
１１年３月にサービス終了になることを受けて、過年度に実施した遠方監視制御設備検討業務の成
果を基に排水区域の下水道全体計画との整合を図りながら新しい専用線の選定やそれに適応した遠
方監視制御設備の基本設計を行うものであり第三者の高度な技術知識及び経験等に頼らなければ目
標達成が困難な業務であることから委託発注するものである。

関東事務所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社建設技術研究所         

9,603,000 円(税込み)

令和７年６月１８日から令和８年３月１３日まで

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

建設コンサルタント（登録有）　下水道部門

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

005№

5072000154契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

随意契約理由：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約。

標準宅地の時点修正率を求める鑑定評価には、越谷市の地域特性を十分に把握し、固定資産の鑑定
評価について十分に精通している者を相手方にする必要があり、価格面を主眼とした競争入札では
その確保が難しいことから随意契約とするものです。



特命理由：令和６年度標準宅地の鑑定評価を行った者が同一標準宅地の時点修正鑑定評価を行うこ
とにより、より正確で適正な地価動向の把握が可能となり、かつ越谷市周辺市町との接点部及び埼
玉県内の市町村の時点修正率の調整並びに不動産鑑定士間の情報交換を円滑に行うことが可能にな
るため、下記推薦業者を契約の相手方とするものです。

令和８年度固定資産評価の時点修正に関する業務委託

越谷市千間台東一丁目６番１５外５９５箇所

（８）概 要 　固定資産（土地）については、地方税法附則第１７条の２の規定により、基準年度の価格を３年
間据え置くこととされている地方税法第３４９条の規定に関わらず、据え置き年度である令和８年
度においても地価が下落していると認められる地域に対して前年度の価格によることが課税上著し
く均衡を失すると認められる場合には、市長が価格の修正を行うことができるとされています。

　本業務は、令和８年度の土地の評価額の修正の可否を判断するにあたり、不動産鑑定士による鑑
定評価を活用し、令和５年１月１日から令和７年７月１日までの本市における地価の下落状況を把
握するため、標準宅地５９６地点の不動産鑑定評価を専門業者に委託するものです。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会   

7,768,310 円(税込み)

令和７年６月１８日から令和７年１０月１０日まで

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１

補償コンサルタント（登録有）　不動産鑑定

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

006№

5072000161契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本業務は、令和２４年度に実施した当該箇所の交差点詳細設計と整合性を

図ることが必須であり、過年度に請け負った株式会社日本設計コンサルタン

トと特命随意契約を締結することにより、設計業務の精度を確保するもので

あり、過年度成果品以外に、保有している現地状況等の調査資料を使用する

ことで今後の換地処分業務を円滑に進めることを目的として、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号により上記業者を特命の相手方とする

ものです。

交差点修正設計業務委託（袋山恩間線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 　本委託は、袋山恩間線における交差点修正設計業務委託であり、第三者の

高度な技術、知識及び経験等によらなければ目的達成が困難なため、委託

するものです。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社日本設計コンサルタント     

3,971,000 円(税込み)

令和７年６月１９日から令和７年１０月３１日まで

埼玉県さいたま市浦和区仲町１－１１－１２

建設コンサルタント（登録有）　道路部門

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

007№

5072000164契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状況
や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相違・
問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設計監
理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託（弥栄小

学校外１か所）

越谷市大字北川崎７２５番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（弥栄小学校外１か所）」の工事監理を
委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

5,126,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

008№

5072000150契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場等に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事監理業務委託（平方

中学校外１か所）

越谷市大字平方２，１１５番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（平方中学校外１か所）」の工事監理
を委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

5,984,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

009№

5072000151契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【委託の理由】

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。



【特命随意契約の理由】

　本業務は、「（仮称）桜井分署建設工事」の工事監理を委託するものであり、施工方法や工程管
理等について専門的知識及び高度な技術等が求められる。

　（仮称）桜井分署は、市域北部の消防活動を執行する拠点施設であり、消防活動を担う施設とし
ての要望を組み入れた実施設計を行ったことから、設計内容を熟知しており、設計図書と現場との
相違、現場で生じる問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要がある。

　これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記の条件に
該当し実施設計業務を行った「東武建築企画株式会社」と特命随意契約を行うものである。

（仮称）桜井分署建設工事監理業務委託

越谷市大字大泊３３７番外

（８）概 要 【工事の大要】

以下、（仮称）桜井分署建設工事に係る監理業務を委託する。



・建設工事（建築・電気・機械・外構）：延べ面積　１，８１２．１８㎡

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東武建築企画株式会社          

21,450,000 円(税込み)

飯島ビル４階

令和７年６月２０日から令和９年２月２６日まで

埼玉県越谷市弥生町２－１７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

010№

5072000152契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場等に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事監理業務委託（北中

学校外１か所）

越谷市大字袋山８７０番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（北中学校外１か所）」の工事監理を
委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

5,984,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

011№

5072000153契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状況
や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相違・
問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設計監
理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託（大袋小

学校外２か所）

越谷市大字大竹１４７番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大袋小学校外２か所）」の工事監理を
委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

7,689,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

012№

5072000155契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場等に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立西中学校屋内運動場等空調設備設置工事監理業務委託

越谷市神明町二丁目３８５番地

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立西中学校屋内運動場等空調設備設置工事」の工事監理を委託するものであ
り、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められます。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

2,992,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

013№

5072000156契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状況
や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相違・
問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設計監
理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託（越ケ谷

小学校外２か所）

越谷市中町１番４１号外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（越ケ谷小学校外２か所）」の工事監理
を委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

7,689,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

014№

5072000157契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状況
や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相違・
問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設計監
理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事監理業務委託（東越谷

小学校外１か所）

越谷市東越谷六丁目１，０４０番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（東越谷小学校外１か所）」の工事監理
を委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

5,126,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

015№

5072000158契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、屋内運動場等に空調設備を設置することに伴う大規模な改修工事であり、学校の運営状
況や利用者等に配慮した実施設計を行いました。それらを熟知しており、設計図書と現場との相
違・問題点等に迅速かつ正確に対応可能な業者と契約する必要があることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により、これらの条件に該当し実施設計を行った「越谷建築設
計監理事業協同組合」を特命とするものです。

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事監理業務委託（南中

学校外１か所）

越谷市川柳町一丁目１９８番地外

（８）概 要 委託の大要：

本業務は、「越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（南中学校外１か所）」の工事監理を
委託するものであり、施工方法や工程管理等について専門的知識及び高度な技術等が求められま
す。

委託の理由：

本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図られると認
められる業務であるため。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷建築設計監理事業協同組合      

5,984,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１５－５７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

016№

5072000159契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本業務は道路附属物の定期点検を行い、現在、運用している「道路管理システム」に点検結果等
のデータを構築するものです。つきましては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定により、当該システムの構築及び保守管理を行っている株式会社パスコに、特命随意契約を締結
するものです。

道路附属物点検調査業務委託

越谷市内

（８）概 要 　本業務は、効率的な維持管理を行うための点検調査及び、システムに点検結果のデータを構築す
るために専門的な知識及び高度な技術と経験を必要とすることから、委託するものです。

越谷営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社パスコ             

23,100,000 円(税込み)

令和７年６月２０日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市赤山本町３－４

建設コンサルタント（登録有）　道路部門

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

017№

5072000163契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本案件は、過去に入札を実施しましたが、入札者がいなかったため、中止及び不調となったもので
す。

そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がないとき、又
は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行いたします。

なお、本案件は入札参加有資格者にヒアリングを実施したところ、受注意欲がある業者が荏原実業
株式会社関東支社１者であり、また、ポンプは雨水排水を目的としており、出水期までの移設を要
する緊急性があるため、特命随意契約による執行とするものです。

移動式排水ポンプ移設業務委託

越谷市大字船渡地内

（８）概 要 移動式排水ポンプ移設・調整・点検一式

移動式排水ポンプ　１台

吸込管・吐出管　１組

関東支社

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 荏原実業株式会社            

1,760,000 円(税込み)

令和７年６月２３日から令和７年８月２９日まで

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４

土木施設維持管理（河川）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

018№

5072000166契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

007№

5071000294契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年７月１４日から令和８年３月１３日まで

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

東日本本部北関東営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

15,400,000 円(税込み)

　更新対象となる遠方監視制御設備が監視しているポンプ場・排水機場は、台風や豪雨などの浸水
被害の軽減を目的としている市民生活に係る重要な施設である。

本工事では遠方監視制御設備の機能を維持したまま一部設備の更新を行うことから、製造業者以外
では設備を更新することができない。そのため、当該設備の機能維持に関する責任の所在の明確化
を図るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、製造業者である三菱電
機プラントエンジニアリング株式会社と特命随意契約を締結するものである。

大場落し排水機場遠方監視制御装置改修工事

越谷市大字下間久里５６５番地１

（８）概 要 大場落し排水機場遠方監視制御装置子局更新　一式



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

009№

5072000237契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年７月２８日から令和７年１２月２６日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１２－２５

測量（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

越谷営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東日本総合計画株式会社         

2,981,000 円(税込み)

西大袋土地区画整理事業地内の測量業務委託（単価契約）及び令和６年度における３級基準点点検
測量業務委託を請け負った東日本総合計画株式会社越谷営業所と特命随意契約を締結することによ
り、地区内を熟知していることから期間の短縮が図れること、他の契約の直接費を合算し委託設計
における諸経費率を算出することにより、コストの削減が図れることから、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号の規定により特命随意契約により実施したい。

路線測量業務委託（区７－３号線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線測量　Ｌ＝０．１１ｋｍ

現地測量　Ａ＝１，０００ｍ２

４級基準点　３点

３級水準測量　Ｌ＝０．６６ｋｍ

　本委託は、第二古川第１８号雨水幹線に伴う設計業務を実施するに必要な測量業務であり、第三
者の専門的かつ高度な知識及び技術を活用し、迅速かつ正確な作業を実施する必要があることから
委託するものです。



  

本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１３７号線外３路線）と同
一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・
円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られることか
ら、当該工事の受注者と地方自治法施工令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結
するものです。

下水道築造工事（区６－１３７号線外３路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝９１．９ｍ

管体延長　Ｌ＝８８．７ｍ

硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝８８．７ｍ

組立１号マンホール　４箇所

取付け管　９箇所

ます　８箇所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 清和土木株式会社            

5,357,000 円(税込み)

令和７年８月１日から令和８年１月３０日まで

埼玉県越谷市南荻島４２８８

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5071000335契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

○　特命随意契約理由

　本工事は、東武鉄道高架下にある観光物産拠点施設の天井を改修する工事であり、特殊な敷地要
件であることから、現場の状況に精通した業者と契約する必要があります。

　また、列車運行に支障が生じた場合に列車防護の手配等を行う関係上、東武鉄道との連絡調整等
を迅速に行える業者が特定されることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り、これらの条件に該当する「東武谷内田建設株式会社　埼玉営業所」と特命随意契約をするもの
です。

観光物産拠点施設天井等改修工事

越谷市弥生町５０５番２

（８）概 要 ・空調設備の結露により腐食した天井を改修する。

・天井裏に換気設備を設置する。

埼玉営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東武谷内田建設株式会社         

4,928,000 円(税込み)

令和７年８月８日から令和７年１１月２８日まで

埼玉県春日部市中央１－４－４

建築一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5071000359契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本業務は、令和６年度に実施した当該箇所の雨水排水設計業務委託と整合性を図ることが必須で
あり、過年度に請け負った東日本総合計画株式会社越谷営業所と特命随意契約を締結することによ
り、設計業務の精度を確保するものであり、過年度成果品以外に保有している現地条件等の調査資
料を使用することで今後の換地処分業務を円滑に進めることを目標として、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号により上記業者を特命の相手方とするものです。

雨水排水実施設計業務委託（一乗院）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 管渠実施設計　Ｌ＝２３６．５ｍ

マンホール調査　１４箇所

　本委託は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内３１街区１画地外（一乗院）

の雨水排水実施設計業務委託であり、第三者の高度な技術、知識及び経験等に

よらなければ目的達成が困難なため、委託するものです。

越谷営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東日本総合計画株式会社         

6,600,000 円(税込み)

令和７年８月１日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１２－２５

建設コンサルタント（登録有）　下水道部門

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5072000244契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

随意契約理由：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約。

標準宅地の鑑定評価業務は、越谷市内全体の固定資産評価額の価格算定の根幹であるため、越谷市
の地域特性と価格体系を十分に把握し、固定資産の鑑定評価及び公的土地評価業務について十分に
精通している者を相手方にする必要があり、価格面を主眼とした競争入札ではその確保が難しいこ
とから随意契約とするものです。

特命理由：標準宅地の鑑定評価業務は、より正確で適正な地価動向を把握するために、地価公示価
格、都道府県地価調査価格、相続税路線価等の公的鑑定評価との均衡及び固定資産評価における市
内全体の面的な均衡並びに近隣市町との接点部における均衡に十分留意する必要があります。下記
推薦業者は、公的鑑定評価を行っており、埼玉県内及び近隣市町との接点部等の鑑定価格の調整会
議を開催する唯一の業者であり、鑑定評価員間における情報交換を円滑に行うことが可能であり、
さらに本市における過去の基準年度における鑑定契約においても十分な実績があることから下記推
薦業者を契約の相手方とするものです。

令和９基準年度固定資産税評価替えにおける標準宅地鑑定評価に関

する業務委託

越谷市千間台東一丁目６番１５外５９６箇所

（８）概 要 　固定資産（土地）の価格は、地方税法の規定により総務大臣の告示による固定資産評価基準に
よって決定しなければならないとされております。

　固定資産評価基準により、標準宅地の適正な時価を求める場合には基準年度の初日の属する年の
前年の１月１日の地価公示価格及び不動産鑑定士（補）による鑑定評価から求められた価格等を活
用することと規定されております。

　本業務は、令和９基準年度における固定資産（土地）の価格を決定するにあたり、固定資産評価
基準の規定に基づき、価格調査基準日である令和８年１月１日時点の越谷市内の標準宅地の適正な
時価を求めるものであり、専門的技術を要することから市で業務を行うことは困難であるため、標
準宅地５９７地点の不動産鑑定評価を専門業者に委託するものです。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会   

36,493,600 円(税込み)

令和７年８月２０日から令和８年３月３０日まで

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１

補償コンサルタント（登録有）　不動産鑑定

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

008№

5072000268契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約理由】

　本工事は、越谷コミュニティセンターの電話設備について、経年変化により老朽化が生じている
電話交換機等について交換を行うものです。有料貸出施設としての故障時の緊急対応が必要となる
ことから、工事後の故障等に関する責任の所在の明確化を図るために、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号の規定により、開設当初からの施工業者であり、点検委託を受注している「三
立通信株式会社」と特命随意契約を締結するものです。

越谷コミュニティセンター電話設備修繕

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 越谷コミュニティセンターの電話交換機の撤去新設を行う。

上記に伴い、越谷コミュニティセンター内の各所にある多機能電話機の撤去新設を行う。

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 三立通信株式会社            

4,400,000 円(税込み)

令和７年９月１０日から令和８年１月３０日まで

東京都千代田区内神田２－６－９

電気通信工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5071000435契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約理由】

　本工事は、越谷コミュニティセンター小ホール舞台照明について、経年劣化により不具合が生じ
ているピンスポットライトについて交換を行うものです。有料貸出施設としての故障時の緊急対応
が必要となることから、工事後の故障等に関する責任の所在の明確化を図るために、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、開設当初からの施行業者であり、点検委託を受注
している「東芝ライテック株式会社首都圏営業所」と特命随意契約を締結するものです。

越谷コミュニティセンター小ホールピンスポットライト交換工事

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 小ホールのピンスポットライトの交換工事を行う。

首都圏営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東芝ライテック株式会社         

10,395,000 円(税込み)

令和７年９月１０日から令和８年３月１９日まで

神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5071000436契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

老人福祉センターくすのき荘の分電盤が故障し、現在２階部分の半分のフロアが停電中であること
から利用者に当該部分の貸し出しを休止している状態です。競争入札によると手続きに時間がかか
り年内施工が難しく、また、当該施設は貸館のため、一日でも早く市民サービスを再開する必要が
あることから、地方自治法施行令第１６７の２第１項第６号の規定に基づき、執行方法を随意契約
とします。

老人福祉センターくすのき荘電灯分電盤改修工事

越谷市大字大杉６５５番地

（８）概 要 既存分電盤の不具合な状況を改善するため、盤改修を行う。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 トバセ電気工事株式会社         

3,069,000 円(税込み)

令和７年９月１０日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市砂原１８０－１

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000443契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

特命理由

　本修繕は、経年劣化により故障停止中の攪拌ブロワ２台の交換修繕であり、機器等の故障等に関
する責任の所在の明確化を図るために、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定によ
り、水処理施設の設計・施工業者であり、かつ保守管理業者である株式会社神鋼環境ソリューショ
ン東京支社に、特命随意契約を締結するものです。

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設攪拌ブロワ交換修繕

越谷市大字砂原１４６番地１

（８）概 要 経年劣化により故障停止中の攪拌ブロワ２台の交換修繕を行う

東京支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社神鋼環境ソリューション     

6,490,000 円(税込み)

住友不動産大崎ガーデンタワー

令和７年９月１７日から令和８年３月１６日まで

東京都品川区西品川１－１－１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

007№

5071000461契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

【特命随意契約理由】

　本工事は、大ホールにある舞台装置を吊っているワイヤロープが長年の使用により劣化が進んで
いるため、舞台設備の落下事故等を未然に防ぐためワイヤロープの一部交換を行う工事です。

　舞台設備は利用者の頭上に重量物が吊り下がり昇降するなど危険性が高い構造物のため、越谷コ
ミュニティセンター開設時から現在まで「森平舞台機構株式会社」が保守点検業務を行っていると
ころです。

　以上のことから、本工事後に不具合や事故等が発生した場合、責任の所在を明確にする必要があ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、これらの条件に該当す
る「森平舞台機構株式会社」に特命随意契約とするものです。

越谷コミュニティセンター大ホールワイヤロープ更新工事

越谷市南越谷一丁目２，８７６番地１

（８）概 要 経年により劣化した舞台吊物用ワイヤロープの部分交換を行う。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 森平舞台機構株式会社          

10,340,000 円(税込み)

令和７年９月３０日から令和８年３月２５日まで

東京都台東区花川戸２－１１－２

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

013№

5071000492契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

当該業務実施にあたっては、過年度に実施した「公共下水道築造工事（新方川第４号雨水幹線）に
伴う設計業務委託」の成果及びその資料の活用が不可欠であり、初期段階からの他業者と比べ、基
本事項の確認や計画設計、協議等における作業効率の向上を図ることで、円滑かつ適正な履行を確
保する上で有利と認められるほか、経費の合算によりコスト削減できることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第６号により、前記業務委託の受注者である下記推薦業者を特命の相手方
とするものです。

公共下水道築造工事（新方川第４号雨水幹線）に伴う設計業務委託

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 　本委託は、公共下水道築造工事（新方川第４号雨水幹線）に伴う設計業務委託であり、第三者の
高度な技術、知識及び経験等によらなければ目的達成が困難なため、委託するものです。

管渠実施設計（雨水）Ｌ＝２２３ｍ

既設管撤去（φ１１００）Ｌ＝３６０ｍ

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ジェーエステック        

15,334,000 円(税込み)

７

令和７年９月２４日から令和８年３月２７日まで

埼玉県さいたま市中央区新中里４－１４－１

建設コンサルタント（登録有）　下水道部門

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5072000315契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

執行方法：自治令第１６７条の２第１項第６号

理由：本工事は、防犯カメラ設置工事（市内３００箇所）と同一施工場所の工事となるため、密接
な関係性があり、一連で作業することにより、設置場所の近隣住民への周知の重複を防ぎ、工期の
短縮・安全性・円滑な施工を確保する上で有利と認められることから、防犯カメラ設置工事の受注
者である太洋電設工業株式会社と、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により特命随意
契約を締結するものです。

防犯カメラ路面標示設置工事

市内３００箇所

（８）概 要 防犯カメラが稼働していることを示すため、道路等に路面シートを貼付する。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 太洋電設工業株式会社          

4,950,000 円(税込み)

令和７年１０月９日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市船渡１３４９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000517契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

随意契約理由：本案件は、令和７年８月２６日開札の一般競争入札にて入札を実施しました。応札
者は１者ありましたが、書類不備により無効となりました。総合体育館は有料貸出施設であり、現
在の予約状況を考慮した際に、連続した停電を伴う工事が可能な日程が限られていることから、再
度の一般競争入札を実施するいとまがないため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号
（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて執行いたしま
す。また、価格面での競争性を確保するため、見積合せとします。

総合体育館変圧器更新工事

越谷市増林二丁目３３番地

（８）概 要 電気室の油入変圧器５台、スコット変圧器１台を交換する。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ヤマナカ電気工事        

21,022,100 円(税込み)

令和７年１０月９日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市船渡１９７

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

005№

5071000518契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本案件については、令和７年６月２４日開札の一般競争入札で応札者３者、予定価格超過３者、令
和７年６月２７日に再度入札を行い応札者１者、予定価格超過１者のため不調となりました。

加えて令和７年７月２３日開札の随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号）で応
札者２者、予定価格超過２者のため不調となりました。

本工事は花田小学校に会議室に空調設備を設置するもので、改修後に、会議室を特別支援教室とし
て運用するために必要不可欠な設備であり、早急に工事を行う必要があるため、上記の入札の結果
から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（競争入札に付することが不利と認められる
とき。）の規定により、随意契約にて執行するものです。また、価格面での競争性を確保するた
め、見積合せとします。

花田小学校エアコン設置工事

越谷市花田四丁目１４番地１

（８）概 要 ２階の会議室内に空調機を設置する

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ヤマナカ電気工事        

6,875,000 円(税込み)

令和７年１０月９日から令和８年１月３０日まで

埼玉県越谷市船渡１９７

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

006№

5071000520契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本修繕は、越谷サンシティの活性炭吸着装置について、装置内の活性炭やろ過砂利の交換を行うも
のですが、修繕後の故障に関して、責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第６号の規定により、本設備機器を維持管理している「株式会社西原環境　東京支店」と
特命随意契約を締結するものです。

越谷サンシティ活性炭吸着装置修繕

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 活性炭吸着装置の活性炭及びろ過砂利の交換を行う。

東京支店

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社西原環境            

7,095,000 円(税込み)

令和７年１０月１７日から令和８年３月１８日まで

東京都港区海岸３－２０－２０

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

007№

5071000525契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

　本修繕は、越谷サンシティの冷水・温水ポンプについて、分解・点検を実施し、精度を回復する
ために必要な処置を行うものですが、施設全体の空調機器と密接に関連している設備であり、施設
の運営への影響が大きいため、修繕後の故障に関して、責任の所在を明確にすること及び早期の原
因究明や修理を行う必要があることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定に
より、本施設全体の設備機器を維持管理している東武ビルマネジメント株式会社と特命随意契約を
締結するものです。

越谷サンシティポンプ修繕

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 越谷サンシティの中央機械室設置の冷水ポンプ２台、温水ポンプ２台のオーバーホールを行う。

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 東武ビルマネジメント株式会社      

5,533,000 円(税込み)

令和７年１０月１７日から令和８年３月１９日まで

東京都墨田区押上２－１２－７

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

008№

5071000526契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

本工事は、越谷サンシティの発電機等の電気設備修繕であり、既存の設備等と密接不可分の関係に
あることから、工事後の設備維持と施工責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号の規定により、本施設全体の設備機器を維持管理している「東武ビルマネジメ
ント株式会社」を特命にて契約を締結するものです。

越谷サンシティ電気設備修繕

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 第二電気室の蓄電池交換及び発電機系統の部品の交換を行う。

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 東武ビルマネジメント株式会社      

7,590,000 円(税込み)

令和７年１０月２２日から令和８年３月１９日まで

東京都墨田区押上２－１２－７

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

012№

5071000545契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

越谷市斎場は、ＰＦＩ事業方式を採用しており、ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社に建設から２０年間
の運営・維持管理を委託しています。非常用放送設備、トイレ呼出設備、ＡＶ設備の更新を行うに
あたり、建設を行っていない事業者が工事を行った場合、施工後の不具合に対して責任分界点が不
明確となるため、ＰＦＩ事業期間中はこれを回避する必要があります。また、工事のために斎場の
稼働を休止させることはできず、火葬や葬儀の進行にあわせて、工事に伴う騒音、振動等の発生を
現場と調整してコントロールできる事業者と契約を締結する必要があることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第２号の規定により、ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社の構成企業である株式会社大
林組と随意契約を締結するものです。

越谷市斎場非常用放送設備等更新工事

越谷市大字増林３９８９番地１

（８）概 要 非常用放送設備、トイレ呼出設備、ＡＶ設備の更新を行う。

東京本店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社大林組             

114,785,000 円(税込み)

令和７年１０月２２日から令和８年３月１９日まで

東京都港区港南２－１５－２

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

013№

5071000564契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5071000637契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１１月４日から令和８年３月１３日まで

埼玉県越谷市大沢４－１７－１７

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 越谷松伏管工事業協同組合        

7,095,000 円(税込み)

　本事業は、災害時等に被災者へ生活用水を提供するため、市内４４校の給水設備の受水槽配管を
改修するものです。

　本工事は、各学校における仕様の異なる受水槽の給水配管等を加工し、採水口を設置するもの
で、小中学校４４校において、統一した仕様と品質とするとともに、高い信頼性が求められ、さら
に、災害時においては、不測の事態により採水口は機能しない場合、柔軟かつ確実に対処する必要
があります。

　このことから、受注者には、高い履行能力と緊急時に確実に対応できる体制を備えていることが
求められます。そこで、市内複数の市内事業者の組合員で構成された「越谷松伏管工事共同組合」
に一括発注することにより、統一した採水口を設置することができるとともに、緊急時や災害時に
採水口が機能しない事態が生じた場合においては、小中学校４４校の受水槽及び採水口の状況を把
握した組合による横断的な体制で、迅速かつ確実に対処することができます。以上のことから、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、複数の市内事業者で組織されている
「越谷松伏管工事共同組合」と特命随意契約にて発注するものです。

市立小中学校受水槽採水口設置工事

越谷市中町１番４１号外

（８）概 要 　市内小中学校４４校の受水槽に災害時の生活用水の提供を目的として採水口を設置する。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5071000639契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１１月７日から令和８年３月１９日まで

東京都港区海岸３－２０－２０

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

東京支店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社西原環境            

3,795,000 円(税込み)

　本工事は、越谷サンシティの流量調整ブロワーについて、更新を行うものですが、工事後の故障
に関して、責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定に
より、本設備機器を維持管理している「株式会社西原環境　東京支店」と特命随意契約を締結する
ものです。

越谷サンシティ流量調整ブロワー更新工事

越谷市南越谷一丁目２８７６番地１

（８）概 要 Ｎо．１流量調整ブロワーの更新を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

006№

5071000661契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１１月１０日から令和８年２月２７日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

3,905,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１０９号線外１路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全
性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られるこ
とから、当該工事の受注者である矢島建設株式会社と地方自治法施工令第１６７条の２第１項第６
号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－１０９号線外１路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝９１．２ｍ

管体延長　Ｌ＝８９．４ｍ

硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝８９ｍ

組立１号マンホール　１箇所

取付管及び桝　　　　７箇所



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

009№

5071000658契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１１月１１日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市御殿町２－１１

建築一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 髙元建設株式会社            

39,600,000 円(税込み)

本工事は、大沢地区センター・公民館の外壁タイルを全面改修するものです。施工範囲の一部にお
いて、令和２年度に実施した大沢地区センター・公民館改修工事（建築）の外壁改修箇所が含まれ
ていることから、施工責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６
号の規定により、当該工事の施工者である髙元建設株式会社と特命随意契約を締結するものです。

大沢地区センター・公民館外壁改修工事

越谷市東大沢一丁目１２番地１

（８）概 要 大沢地区センター・公民館の外壁タイル面の全面改修を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

018№

5071000701契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１１月２０日から令和８年２月２７日まで

埼玉県越谷市南荻島４２８８

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 清和土木株式会社            

6,358,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１３７号線外３路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性
・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られること
から、当該工事の受注者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締
結するものです。

盛土整地工事（１９０－１街区外２街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 Ａ＝６５８．２ｍ２

　掘削　　　　Ｖ＝　２２ｍ３

　流用土盛土　Ｖ＝１８０ｍ３

　購入土盛土　Ｖ＝２７６ｍ３



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5071000775契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月５日から令和８年１月３０日まで

埼玉県越谷市越ヶ谷２－８－１２

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 山﨑建設株式会社            

7,513,000 円(税込み)

本工事は、越谷吉川線街路築造工事（街路工）南工区に関連した工事です。工事の性質上、一体性
及び工期の短縮・安全性・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算に
よりコストの削減が図られることから、地方自治法施行令１６７条の２第１項第６号の規定によ
り、越谷吉川線街路築造工事（街路工）南工区の受注者である山﨑建設株式会社と特命随意契約を
締結するものです。

越谷吉川線街路築造工事（付帯工）南工区

越谷市瓦曽根二丁目地内外

（８）概 要 施工延長：３２５．９ｍ　幅員：７．０～９．５ｍ

構造物取壊し工：構造物取壊し（有筋）５０ｍ３、殻運搬処分（有筋）５０ｍ３

　　　　　　　　廃棄物運搬処理（がれき類）５０ｍ３

取付管撤去工：管撤去　３９ｍ、廃棄物運搬処理（廃プラ）０．２ｍ３

工事用道路工：仮設舗装　２１９ｍ２、舗装版破砕　２１９ｍ２、殻運搬処理　１１ｍ３

　　　　　　　仮設舗装（再設置）２１９ｍ２



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5071000773契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月８日から令和８年１２月２５日まで

東京都千代田区内神田３－４－６

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 冨士エレベーター工業株式会社      

26,620,000 円(税込み)

本工事は、既設エレベーターをリニューアルする工事であり、製造メーカー以外の者に施工させた
場合、今後の運転に支障をきたすおそれがあることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号により、製造メーカーである、「冨士エレベーター工業株式会社」と特命随意契約を締結す
るものです。

北越谷小学校エレベーター改修工事

越谷市北越谷三丁目１０番３８号

（８）概 要 工事の大要：北越谷小学校のエレベータ―を改修する。

部品供給が終了しており、急な故障等が起きた場合には長期間使用ができなくなる恐れがあるた
め。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000774契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月８日から令和８年１２月２５日まで

東京都千代田区内神田３－４－６

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 冨士エレベーター工業株式会社      

24,376,000 円(税込み)

本工事は、既設エレベーターをリニューアルする工事であり、製造メーカー以外の者に施工させた
場合、今後の運転に支障をきたすおそれがあることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号により、製造メーカーである、「冨士エレベーター工業株式会社」と特命随意契約を締結す
るものです。

北陽中学校エレベーター改修工事

越谷市大字大松４５０番地

（８）概 要 工事の大要：北陽中学校のエレベータ―を改修する。

部品供給が終了しており、急な故障等が起きた場合には長期間使用ができなくなる恐れがあるた
め。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

008№

5071000784契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月１５日から令和８年９月３０日まで

千葉県柏市柏４－８－１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関東支社

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社日立ビルシステム        

19,910,000 円(税込み)

本工事は、既存エレベーターの一部の更新工事であり、既存の設備等と密接不可分の関係にあるこ
とから、既存エレベーターの制作業者以外に工事を行わせた場合、設備等の使用に著しい支障が生
じるおそれがあるものです。工事後のエレベーターの機能維持と施工責任の所在を明確にするた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、既存エレベーターメーカーである「株
式会社日立ビルシステム　関東支社」を特命にて契約を締結するものです。

老人福祉センターくすのき荘エレベーター改修工事

越谷市大字大杉６５５番地

（８）概 要 既存エレベーター部品の更新及び調整を行う。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

010№

5071000790契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月１７日から令和８年１２月１８日まで

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

東日本本部北関東営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

50,600,000 円(税込み)

　河川管理施設の運用管理については、重要な情報を集約・データベース化することが国土交通省
の基準において推奨されています。

　本工事で装置の更新を行うにあたり、当該施設以外の装置はすべて三菱電機プラントエンジニア
リング株式会社製であることから、情報の集約により一元的な管理や業務の効率化を図るため、当
該施設の装置を各施設の装置と統一するものです。

　上記の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、三菱電機プ
ラントエンジニアリング株式会社と特命随意契約を締結するものです。

中島大割排水樋管遠方監視制御装置改修工事

越谷市中島二丁目地内

（８）概 要 中島大割排水樋管　遠方監視制御装置（子局）更新　一式

越谷第一ポンプ場　遠方監視制御装置（親局）更新　一式

水防監視表示端末装置更新　一式



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5072000416契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和７年１２月１２日から令和８年３月１７日まで

埼玉県越谷市東越谷２－１２－２５

測量（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

越谷営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東日本総合計画株式会社         

1,320,000 円(税込み)

　西大袋土地区画整理事業地内の測量業務委託（単価契約）及び令和５年度における３級水準点点
検測量業務委託を請け負った東日本総合計画株式会社越谷営業所と特命随意契約を締結することに
より、業務の一連性が図れる他、地区内を熟知していることから期間の短縮が図れること、かつ経
費の合算によりコストの削減が図られることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号
の規定により特命随意契約を行うものです。

３級水準点測量業務委託

越谷市西大袋土地区画整理事業地内外７か所

（８）概 要 ３級水準点測量観測　１２．１ｋｍ



　西大袋土地区画整理事業地内における経年変化による地盤沈下を観測し、地区内に

おける公共施設等の精度を測るものです。

　本業務を遂行するにあたり、専門的知識・経験を有する者が専門の機材等を使用し行わ

なければならないため、業務に対応できる事業者に委託するものです。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

007№

5072000442契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

飯島ビル４階

令和７年１２月２３日から令和９年３月１２日まで

埼玉県越谷市弥生町２－１７

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東武建築企画株式会社          

22,110,000 円(税込み)

　本業務は、越谷市立北体育館の耐震設計業務及び長寿命化設計業務を委託するものであり、設計
を行ううえで、令和６年度に実施した「北体育館耐震診断業務委託」の結果を踏まえた耐震設計を
行う必要があり、施工方法等を含めて専門的知識及び高度な技術等が求められる。
　耐震設計を行ううえで、外部機関が評定した「耐震評定書」に基づき設計を行う必要があり、耐
震設計を完了した後にも、その設計内容が適切に行われていることを評定しなければならないこと
から、責任区分を明確にするため、耐震診断業務からの継続業務として耐震設計業務を行う必要が
ある。
　これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、上記の条件に
該当し耐震診断業務を行った「東武建築企画株式会社」と特命随意契約を行うものである。

越谷市立北体育館耐震改修設計等業務委託

越谷市大字大杉５１０番地

（８）概 要 委託概要：北体育館の耐震補強設計及び大規模改修工事等の設計業務を委託する。（非構造部材の
耐震化、意匠（内外装）、構造、外構、電気設備、空調設備、給排水衛生設備、消防設備、防火設
備等に関する改修）（鉄骨造　２階建て　延べ床面積１８５１．６９㎡　昭和５６年建築）



委託理由：本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図
られると認められる業務であるため。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5071000849契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和８年１月９日から令和８年３月１３日まで

東京都千代田区岩本町３－２－４

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 日信防災株式会社            

3,850,000 円(税込み)

　当該在庫確認センサーは在庫中継盤を介して、駐車場の管理システムと連動している。センサー
の交換に伴いシステム及び他の管制設備と密接に関連している在庫中継盤の基盤を一部改修する。
故障等が発生した場合、原因の特定及び責任区分が不明確となる。よって地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号の規定により、越谷駅東口駐車場を整備した際に、駐車場管理システムを含
む駐車場管制設備の構築に携わった事業者と随意契約するものです。

越谷駅東口駐車場１階在庫確認センサー修繕

越谷市弥生町１６番３号

（８）概 要 　当該在庫確認センサーは在庫中継盤を介して、駐車場の管理システムと連動している。センサー
の交換に伴いシステム及び他の管制設備と密接に関連している在庫中継盤の基盤を一部改修する。



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

015№

5071000899契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和８年１月３０日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市平方南町１３－１３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社さいたま資材          

6,930,000 円(税込み)

　本工事は、下水道事業課発注の左敷田ポンプ場増強工事（土木）６－１と一連で作業することに
より、工期の短縮・円滑な施工・安全性を確保でき、かつ経費の合算によりコストの削減が図られ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、上記の受注者である株
式会社さいたま資材に特命随意契約を締結するものです。

左敷田ポンプ場増強工事（付帯工）７－１

越谷市大字南荻島地内

（８）概 要 表面処理工　１式

公園施設工　１式



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5071000916契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和８年２月３日から令和８年３月２５日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

3,597,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（袋山恩間線外３路線）と同一施
工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・円滑
な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られることから、
当該工事の受注者と地方自治法施工令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結する
ものです。

下水道築造工事（区１２－５号線外１路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝６３．９ｍ

管体延長　Ｌ＝６１．７ｍ

硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝６１．７ｍ

組立１号マンホール　３箇所

取付け管　２箇所

ます　２箇所



  

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

013№

5071001048契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和８年３月１３日から令和８年３月３０日まで

埼玉県越谷市平方１８７１－３

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 飯山建鉄株式会社            

2,970,000 円(税込み)

　本修繕については、蒲生南小学校給水設備改修工事と同一の施工場所であるため、一連で作業す
ることで、工期の短縮及び合算によるコストの削減が図られることから、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号の規定により、飯山建鉄株式会社と特命随意契約するものです。

蒲生南小学校南校舎１階トイレ汚水管修繕

越谷市南町一丁目８番１号

（８）概 要 本修繕については、令和８年３月１０日（火）に蒲生南小学校給水設備改修工事（南校舎１階トイ
レ）を行っている業者からの報告で汚水配管の破断を確認しました。汚水配管を修繕しなければト
イレが使用できない状況であることから、蒲生南小学校給水設備改修工事と一体の施工を行うもの
です。
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